
広
島
県
告
示
第
五
百
十
六
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
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五
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二
十
六
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在
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在
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指
定
年
月
日 

サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル

ビ
ィ
株
式
会
社 

広
島
市
西
区
商
工
セ
ン

タ
ー
六
丁
目
一
番
一
一

号 
サ
ン
キ
・
ウ
エ
ル

ビ
ィ
介
護
セ
ン

タ
ー
河
原
町 

広
島
市
中
区
河
原
町
四

番
一
五
号 

Ｓ
Ｋ
河
原

町
ビ
ル 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

ス
ポ
ー
ツ
メ
デ
ィ

ア
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
新
橋
一
丁

目
六
番
五
号 

東
雲
居
宅
介
護
支

援
事
業
所 

広
島
市
南
区
東
雲
三
丁

目
一
〇
番
二
九
号
二
〇

四
号 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

株
式
会
社
ア
イ
・

テ
ッ
ク 

広
島
市
安
佐
北
区
深
川

二
丁
目
三
八
番
二
号 

ふ
れ
あ
い
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
・
広

島
西 

広
島
市
西
区
庚
午
南
二

丁
目
一
九
番
三
号 

杉

原
ビ
ル
一
〇
一
号 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

有
限
会
社
ベ
ス
ト

ラ
イ
フ 

広
島
市
西
区
三
滝
町
一

九
―
七
―
一
〇
一 

ベ
ス
ト
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ 

広
島
市
西
区
三
滝
町
一

九
番
七
―
一
〇
一
号 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

有
限
会
社
幸
房 

広
島
市
安
佐
南
区
高
取

北
一
丁
目
四
―
一
―
四

さ
く
ら
支
援
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
く
さ

ば
な 

広
島
市
安
佐
南
区
相
田

二
丁
目
四
―
三
一 
コ

ス
モ
ピ
ア
一
階 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
的

場
会 

竹
原
市
港
町
四
丁
目
五

番
一
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ロ
ー
タ
ス
イ

ン
ま
と
ば 

竹
原
市
竹
原
町
三
六
四

三
番
地 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

株
式
会
社
し
ら
か

ば 

広
島
市
中
区
十
日
市
町

一
丁
目
四
番
一
八
号 

み
ず
ほ
居
宅
介
護

支
援
事
業
所 

廿
日
市
市
阿
品
四
丁
目

五
一
番
二
六
号 

平
成
二
三
年
五

月
一
日 

 


